
 

 

 

 

 

「躍動する姿はかっこいい！」 

校 長 西 村  実 

  

気象庁では、最高気温が３５℃以上の日を猛暑日、３０℃以上の日を真夏日、２

５℃以上の日を夏日と呼んでいます。そして、今年、４０℃以上の日を酷暑日と呼ぶ

ことになりました。日本もだんだん亜熱帯化してきているような気がします。５月

は、夏日が１２日、真夏日が４日（５月２７日現在）ありました。これから梅雨が訪

れ、雨のあとは湿気が多く、体調を崩しがちですが、高嶺っ子は中休み、昼休み、放

課後と実によく運動をしている子が多くいます。運動感覚が鋭い児童

も多く、たくさんの児童が校庭に出ていろいろな遊びを同時にしていて

も、上手に避けて遊ぶ姿に運動神経のよさを感じています。今後もさ

まざまな活動を通して運動能力を高めていきます。 

先日の運動会には、たくさんの保護者の方々、地域の方々にご来校いただき、高嶺っ

子に声援を送ってくださり誠にありがとうございました。運動会の当日はとても涼しく、運動するにはちょ

うどよい天候になり、日頃の体育や体育的活動の成果を十分に発揮し、かっこいい姿をお見せできたのでは

ないでしょうか。来年、高嶺小学校は５０周年を迎えます。創立５０周年記念運動会と銘打ち、さまざまな

工夫が盛り込まれた運動会になればと考えています。また、今年も保護者・地域の皆様の力を借りて、後片

付けを素早く行うことができました。ありがとうございました。 

来月は体力テストがあります。東京都教育委員会では、『児童・生徒の体力が低下している状況に鑑み、

東京都の児童・生徒の体力・運動能力及び生活・運動習慣等の実態を把握・分析することにより、児童・生

徒の体力・運動能力等の向上にかかわる施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、そのような

取組を通じて、学校における児童・生徒の体力・運動能力等の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確

立する。』と目標を設定しています。現在の運動能力を図り、今後の運動に対するモチベーションを上げる

きっかけになればと考えています。 

学校のみんなが安心して過ごせるようにするために  

東京都教育委員会は、６月、１１月、２月を「ふれあい月間（いじめ防止強化月間）」と定

めています。『相手が嫌だと思ったら、それは全ていじめになること』、『法律でいじめは行っ

てはならないと決められていること』、『もしいじめられたら、友達に相談したり、先生や家族など守ってく

れる大人にすぐに相談したりすること』、『もしいじめられているところを見たら、先生にすぐに言ったり、

支えてあげたり、勇気を出して、いじめを止めたりしてほしいこと』などを子どもたちと共有し、高嶺小学

校では、誰一人いじめで苦しむ人がいない学校をこれからも目指していきます。「いじめ防止基本方針」を

見直し、「いじめの防止等の基本的な方針と取組内容の概要」を策定し、ホームページに掲載しておりま

す。併せて、「生活指導の方針・体制」「教職員の体罰防止基本方針」も掲載しています。ご一読ください。

お子さんのことで、様子が変わった状況がありましたら、すぐに学校と状況を共有して対

策を考えていきたいと思います。共育をどうぞよろしくお願いいたします。 

令和８年５月 30 日 
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